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団
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催
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翠
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岸
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古
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収
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と
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近
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取
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昭
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簿
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収
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当
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叉
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収
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よ
り
行
政
事
務
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収
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務
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と
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が
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の
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介
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な
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収
納
金
の
中
か
ら
流
用

一

切

一
本
監
査
に
お
い
て
は
、
現
金
、
有
一等
を
勘
案
し
、
絶
え
ず
実
状
に
即
一
て
い
る
と
と
は
深
く
再
)
と
す
る
一

2
文
書
の
保
存
年
数
の
区
分
の

一
務
の
執
行
は
殆
ど
補
助
員
に
よ
っ
一
す
る
こ
と
は
現
在
の
方
法
で
は
後

一

周

大

村

市

監

査

公

表

才

号

一価
証
券
等
の
取
扱
い
忠
に
内
部
一
し
た
け
ん
制
組
織
の
充
実
に
努
め

一と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
に
内
崎
事
務
一
回
慮
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
一
て
な
さ
ざ
る
そ
得
な
い
実
情
に
あ
一
日
帳
票
面
よ
り
計
数
十
不
突
事

一
況

牧

地

方

自

治

法

才

百

九

十

九

条

才

三

項

の
規
定
-
け
ん
制
組
織
よ
り
見
た
会
計
事
務
玄
計

書

処
理
に
過
誤
な
喜
朗
一に
つ
い
て
も
検
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検
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す
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ず
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金
収
納
事
務
に
従
事
す
る
補

一

九

制

大

村

市

監

査

委

員

北

野

康

一
合
理
佑
の
意
図
を
も
っ
て
な
さ
れ

一

び

保

存

に

つ

い

て

一
の
執
行
に
は
、
敏
章
君
主
一

に
の
み
流
れ
後

日

事

務

処

言

。
事
務
処
理
は
財
務
規
則
に

一助
員
で
身
分
証
票
者
携
帯
す
る
と

一
事

仇

九

一
た
も
の
も
認
め
ら
れ
る
が
、
規
定
一

一
務
整
閣
が
欠
く
乙
と
の
で
斉
一な
い
一

理
の
資
料
と
し
て
の
編
さ
ん
一
準
拠
し
て
な
さ
れ
て
い
る
も
の
で

一と
等
は
実
抗
さ
れ
て
い
な
い
の
で

一
こ

司

監

査

報

告

書

一が
整
備
せ
ら
れ
な
い
た
め
、

完

一
総
て
の
事
務
室
の
執
行
は
女
主
要
素
と
な
っ
て
い
る
。

一

保
存
の
意
図
が
う
す
い
等
が
で
め
る
が
、
内
部
け
ん
制
に
つ
い
て

一速
か
に
帯
処
さ
れ
た
い
。

一
ェ

額

叫

司

一

も

成

規

に

反

し

た

処

理

と
な
り
、

一に
よ
っ
て
始
り
文
書
に
よ
っ
て
終
一
文
書
の
町
扱
い
に
つ
い
て
は
年
一

あ
げ
ら
れ
る
。
一
は
各
出
納
員
に
任
せ
ら
れ
て
お
り

一

一
水

定

収

一

監

査

の

種

類

一

九

日

ま

で

一

且

つ

、

市

の
読
書
襲
撃
一
る
も
の
で
あ
り
叉
文
書
は
市
の
作
一
々
震
の
跡
は
認
め
ら
れ
る
が
、
一

一そ
の
配
慮
の
程
度
が
民
々
の
現
状
一

水

道

課

一

司

附

定

期

監

査

一

三

監

査

の

対

象

一

の

統

一
性
を
欠
き
好
ま
し
く
な
山
一
為
不
作
為
を
具
体
的
に
表
現
す
る

一な
お
十
泣
き
い
い
難
く
今
後
も
一
一

一

出

納

員

の

事

務

取

一
で
あ
る
か
ら
事
務
署
勘
案
の
上

一(
昭
和
川
一
一一
年
七
月
十

・
十
一
日
)
一
給

司

1

一

号

、

k

一
結
果
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
お
り
、
一
そ
の
意
表
示
で
あ
る
と
共
に
そ

一腕
定
に
準
拠
し
た
統

一
秩
序
あ
る
一

扱

い

に

つ

い

て

一け
ん
制
組
織
を
嘉
し
た
補
助
組

一

一

別

度

事

事

ニ

監

査

の

時

期

一

市

立

ず

恥

y
道
課
一
震
に
即
し
な
く
な
っ
た
規
事

一の
時
の
事
実
上
の
記
録
と
も
言
う
一整
備
を
特
に
期
待
す
る
も
の
で
あ

一

市
役
所
出
納
事
務
の
円
滑
化
を
一
織
の
充
実
が
必
要
で
あ
り
、
叉
現

7
概

要

一

種

年

，

げ

工

昭

和

三

十

三

年

七

月

一

福

枇

事

務

所

、
各
保
一
の
改
路
震
に
つ
い
て
更
に
徹
底

一と
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
一
る
。
事
務
処
理
上
よ
く
守
ら
れ
て
一
図
る
た
め
、
悶
和
二
十
五
年
必
要
一
金
徴
収
に
従
事
す
る
補
助
員
長

一

当
課
は
課
長
以
下
四
十
五
名
で

一

工

別

出

泣

工

伽

七

日

か

ら

同

年

八

月

一

育

所

、

敬
悲
院
、
税
一
し
た
指
導
が
望
ま
れ
る
。

叉
内
部

一棄
事
業
向
執
行
に
当
つ
て
は
複
一
い
な
い
点
を
列
記
す
る
と
長
に
組
員
を
設
け
(
原
則
的
一
し
翌
日
集
金
保
の
つ
り
鍛
用
に

一照
務
及
び
工
務
の
二
係
長
れ
予
一

支

ゆ

w
j
i
p
i
-
-
M
1
1
r
1
1
1
H
u
r
l
-
-
h
M
i
l
l
i
l
i
-
-
d
i
p
-
-川

h
i
-
-道

工
事
一

J

一が
、
乙
の
赤
字
額
を
も
っ
て
直
ち

一外
に
放
置
せ
ら
れ
た
も
の
、
配
情

一

l
l
1
i
l

(毎月 1日.10日.20日.発行 j

21，127，573 19，631，120 1，496，4S3 

21，600，734 943，806 20，656，928 

給水工 事 費牧納状況

監

査
八V

J‘ 

表

に
分
合
る
め

傾
納
が
い
む

済
誤
3
て
珂

入
過
仰
れ
民

牧
は
似
ま
印
、

ヴ

d

q
rH

q

a

a

u

n

u

n

hv 

つ

臼

ワ

ゐ

p
b

n

H

d

Q

d

Q

U

 

(32年度)

181 2，212，700円 2，212，700円

牧入未済額 牧入率が

0円 100% 

ユニ 種 別 工事世Ili故工事費調定額 l投入済額

増 設 改造工事 451， ~OO 451，200 123 

963，463 954，763 

8，700 99.76 計 3，627，363 3，618，663 1，891 

O 100 

8，700 99.09 



ぐコノ
昭和 33年 12月10日 {毎月 1日ー10日.初日・発行7

(昭和33年4月22日第三種郵便物認可)
大村市政だより

生
業
資
金
の
貸
付
は
大
村
市
生

一

業
資
金
貸
付
条
例
に
よ
っ
て
、
昭
一

和
二
十
六
年
度
か
ら
昭
和
ニ
十
九

一

年
度
ま
で
合
計
百
六
十
六
件
、
合

一

計
金
額
百
八
十
七
万
円
(
県
出
資

一

九
十
八
万
九
千
円
、
市
出
資
八
十

一

八
万
一
千
問
)
が
‘
貸
付
終
了
し
て

一

い
る
。

そ
の
償
還
状
況
は
下
褒
に

一

示
す
と
お
り
償
還
金
的
調
定
額
百

一

十
二
万
六
千
四
百
五
十
円
に
対
し

一

償
還
前
額
十
ハ
f
万
万

一
千
八
百
円
一

来
償
還
額
四
十
七
万
四
千
六
百
五

一

十
円
と
な
っ
て
お
り
、
未
償
還
額

一

の
償
溜
促
進
に
は
更
に
一
段
の
努

一

力
が
望
ま
れ
Z
。

つL、貸付の
てしる可 罪そF業事、

霊を 各般

ー

児書
社会保のP三

. 
務所

扶
助
費
の
支
払
伏
況
に
つ
い
て

み
る
と
、
昭
和
三
十
二
年
度
の
扶

(昭和33年6月30臼現在)

調定額 貸付金 貸付金
償還済額 未償還額

一一ー円 一一円
87，500 12，500 

~51 ， 050 161，450 

313，250 300，700 

街 1，800 474，650 

状 況
訳)

市出資金

300，000円

500，000 

63，000 

18，000 
881，000 

還

円

L
Z
o
o
n
u
O
O
 

A
B

A
U
A
U
A
U
A
U
n
U
 

償

例
情

m
m
m
m
m

t
n
u
nu
s
'
4
宛

u

県

3

5

1

9

0
力度年

貸付
件数

72 

74 

14 

6 

166 

貸付
:::1三度別

26 

27 

28 

29 

合計

市
税
の
減
免
に
つ
い
て
は
細
目

概

要

の
基
猶
そ
設
け
、
そ
の
事
務
処
理

当
課
は
、
課
畏
以
下一二
十
七
名
一
は
お
お
む
ね
良
好
な
状
態
を
認
め

で
賦
課
、
徴
牧
の
二
係
に
配
置
さ
一

ら
れ
た
。
延
滞
金
、
加
算
金
の
戚

助
実
数
及
び
支
給
金
額
は
右
表
仁
一
保
軽
費
負
担
金
百
七
十
八
万
九
千
一
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
市
税
の
賦
課
戸
一種
一
免
に
つ
い
て
は
、
徴
牧
貝
限
り
で

一示
す
と
お
り
で
あ
る
。
生
活
扶
助
一
円
が
収
入
決
議
容
に
よ
り
調
定
さ

一枚
事
務
に
当
っ
て
い
る
が
、
財
政
一
決
定
し
上
司
の
事
後
京
認
に
よ
り

費
の
支
払
方
法
は
、
収
入
役
覧
行
一
れ
て
い
る
が
と
れ
が
牧
納
得

(税

一再
題
の
途
上
に
あ
る
本
市
に
お
い
一
処
理
せ
ら
れ
た
も
の
が
鬼
受
け
ら

の
支
払
票
芸
人
に
交
付
し
、
市
一外
牧
納
簿
)
に
は
、
百
二
十
一
万

一て
は
財
政
収
入
の
確
保
、
特
に
そ
一
れ
た
が
、
納
期
円
納
付
を
履
行
す

金
庫
叉
は
地
区
農
業
協
同
組
合
に
一
二
千
二
百
五
十
円
登
記
収
納
済
と
一
の
主
柱
を
な
す
税
収
入
の
確
保
に

一る
納
税
者
と
の
均
衡
を
十
分
に
脅

お
い
て
支
払
票
と
引
替
に
奪
三
号
、
差
額
五
十
七
万
六
千
七
百

一は
真
意
努
力
が
要
請
さ
れ
る
も
一
膚
ず
る
必
要
が
あ
り
、
手
続
き

支
払
う
ト
サ
つ
に
な
っ
て
い
る
が
、

一五
十
円
に
つ
い
て
は
、
ゴ
干
一
年

一の
で
あ
り
、
当
課
の
職
責
の
重
大
一

に
減
免
基
準
等
に
つ
い
て
は
更
に

支
払
票
の
有
効
器
産
め
ら
れ
区
分
と
し
て
、
し
か
も
診
療
費

一性
は
言
を
ま
た
な
い
と
こ
ろ
で
あ
一
検
察
望
ま
れ
る
。

て
い
な
い
の
で
事
務
整
上
か
ら
一
入
と
し
て
騒
が
誤
っ
て
重
さ

一る
。

一
回

出

納

員

の

事

務

取

も
適
当
な
期
限
そ
定
め

て

お

く

と

一

一

一

一れ
た
も
の
を
変
更
手
続
に
よ
っ
て

一

一

扱

に

つ

い

て

と
が
望
ま
し
い
。
一
当
該
年
震
納
簿
に
分
割
登
記
さ

一
ニ

市

税

の

牧

入

概

死

一

な
お
、
生
活
保
暫
法
の
適
問
開
始
一れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
乙
の

一

昭
如
三
十
一
年
度
以
降
に
お
け
一

補
助
員
に
よ
っ
て
収
納
さ
れ
た

並
び
に
腐
止
等
に
際
し
て
は、

保
一
理
由
は
交
付
指
令
替
到
達
前
に
二
一
る
市
税
の
収
入
概
況
は
別
表
の
と
一
市
税
そ
の
他
川
徴
収
金
は
、
当
日

護
家
庭
の
保
育
所
措
襲
あ
る
い

一簡
の
金
券
(
百
二
十
一
万
二
千
二
一
お
り
で
あ
り
、
そ
の
総
合
収
入
率

一そ
の
ま
ま
照
棄

で

あ
る
僧
職
員

は
市
警
に
も
関
係
主
ず
る
も
百
五
寸
円
並
び
に
五
十
七
万
六
千
一
は
三
十
一
年
度
八

0
・

5
%
、
一に
よ
っ
て
受
領
さ
れ
、
そ
の
責
任

の
で
あ
る
が
、

ζ
れ
が
事
務
処
理

一七
百
五
十
円
)
に
分
れ
て
送
金
さ
一
三
十
二
年
度
八
三

・
二
三
%
で、

一に
お
い
て
収
入
役
室
の
金
膚
に
保

に
お
い
て
必
ず
し
も
関
連
的
処
理
一

れ
た
も
の
が
、
収
入
科
目
所
一
周
年
一
三
十
二
年
度
に
お
い
て
は、

三
十
一管
さ
れ
、
翌
け
当
額
係
員
に
よ
つ

が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
例
え
ば
措
一
度
の
確
定
前
に
調
定
手
続
な
く
市
一
一
年
度
に
比
し
ニ

・
六
三
%
上
昇
一
て
関
係
害
類
LY
-

照
合
帯
亜
の
上
市

置
費
に
つ
い
て
は
、
生
活
扶
助
の
一
金
庫
に
政
入
し
た
と
と
に
よ
る
も

一し
て
い
る
が
、
過
年
度
分
に
つ
い
一
金
臓
に
払
込
む
仕
組
に
な
っ
て
い

開
始
に
よ
り
免
除
の
決
定
を
す
べ
一
の
で
あ
る
。
と
の
場
合
牧
納
得
に

一て
三
十
一
年
度
及
び
三
十
二
年
度
一
あ
@
そ
の
市川
摂
駅
に
つ
き
一
部
抽

き
も
の
、
あ
る
い
は
と
れ
が
廃
止
一は
、
杷
帳
に
際
し
て
適
当
な
備
考
一を
対
比
す
る
と
一
二
十
一
年
度
三

二
出
検
討
の
結
果、

別
に
異
常
な
く

に
よ
り
迫
加
徴
収
の
決
定
を
す
べ

一を
付
し
明
ら
か
に
し
て
お
く
べ
き

一
・
五
六
%
、
三
十
一

一年
度
一一一
0
・
一良
好
な
処
理
状
態
が
留
め
ら
れ
た

き
も
の
等
、
措
樹
m
M
の
額
に
異
動

一で
あ
り
、
特
に
収
入
命
令
前
の
蚊
二

二
%
で
一

・
四
四
%
下
廻
っ
て

一な
お
、
出
納
員
の
発
行
す
る
領
牧

生

活

保

護

法

に

よ

一あ
る
場
合
に
正
確

η
処
理
が
な
さ

一入
措
置
は
科
目
等
に
過
誤
が
住
じ

一い
る
。
現
年
度
分
の
枚
入
成
繊
は

一証
締
出
で
未
使
用
残
片
が
あ
る
も

る

扶

助

費

の

支

払

一れ
て
な
い
商
が
見
受
け
ら
れ
る
。

一易
い
の
で
、
注
意
が
必
要
で
あ
る

一票
上
昇
し
て
い
あ
が
、
過
年
度
一の
は
、
打
抜
そ
の
聞
の
方
法
で
再

-

、

一雑
部
金
受
払
待
は
二
十
九
年
度
か
一分
に
つ
い
て
は
、
そ
の
徴
牧

ω困一
使
用
を
防
止
す
円
専
、
更
に
領
収

等

に

つ

い

て

困

経

理

事

務

に

っ

し

一

一

一

'

一
ら
三
十
二
年
度
ま
で
の
分
を

一
間
一難
住
は
了
と
せ
ら
れ
る
も
な
お
不
一
杯
期
間
の
取
扱
い
に
つ
い
て
適
切

1

一の
帳
簿
で
整
理
さ
れ
て
い
る
が
三一
断
の
努
力
を
期
待
す
る
も
の
で
あ

一行
措
躍
が
望
ま
れ
る
。

昭
和
三
十
二
年
度
凶
月
分
生
活
一十
三
年
度
分
(
里
親
児
童
委
託
賢
)
一る。

貸付金額

600，000円

1，000，000 
210，000 

60，000 

1，870，000 

一一円
100，000 
4t2，500 
613，950 

1，126，450 

(
二
面
か
ら
続

く

)

い

て

は

別

に

異

常

は

認

め

ら

れ

な

五

出

納

員

の

事
務
取
一
か
っ
た
。
な
お
、
徴
収
金
の
払
込

}

一

期

限

は

財

務

規

則

に

基

づ
く

「
収

扱

に

つ

い

て

一

一
納
の
日
よ
り
三
日
以
内
」
の
期
限

補
助
国
に
よ
っ
て
収
納
さ
れ
た
一
を
必
ず
し
も
守
ら
れ
て
お
ら
ず、

現
金
は
倒
職
員
の
照
査
を
経
て
市
一
叉
先
日
附
小
切
手
に
対
す
る
受
領

金
庫
に
払
込
方
れ
て
い
る
が
、
徴
一証
発
行
等
が
見
受
け
ら
れ
る
の
で

収
金
の
中
、
二
、
ゴ
一千
同
程
度
の

一こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
注
意
が
望

わ
，
一
命
栢
を
各
自
つ
り
銭
用
と
し
て
留

一ま
れ
る
。

叉
つ
り
銭
に
つ
い
て
は

釘

一
保
さ
れ
て
あ
り
、
と
れ
は
か
な
り
夜
来
よ
り
留
保
さ
れ
て
い
る
も
の

寸

一
の
金
額
で
今
後
官
癒
す
る
商
が
あ

一の
単
に
当
課
だ
け
の
問
題
に
止
ま

ト
ν
一り
叉
乙
の
た
め
当
日
の
輿
金
高
と
一
ら
な
い
面
が
あ
り
、
そ
の
必
要
性

市
金
庫
払
仏
金
高
と
一
致
し
て
い

一は
認
め
ら
れ
る
が
、
今
後
検
討
の

な
い
が
、

と
れ
ら
の
取
扱
金
に
つ
一
事
が
あ
る
。

備
考

経
費
負
担
率
は
国
叩
分
の
do

市
凶
分
の
2

(
市
負

担
の
必
要
な
き
も
の
は
県
が
凶
分
の
2
)
市
負
担
総
額

四
、
一
九
五
、

O
六
三
円

~ 2年度扶助費関係調

が
記
帳
せ
ら
れ
た
も
の
、
年
度
表
一
の
上
金
庫
に
払
込
の
手
続
を
と
っ

一組
織
の
確
立
が
望
ま
れ
る
。
保
留
民
附
及
び
三
域
保
育
所
が
増
設
一
あ
る
の
で
事
務
幣
函
じ
ウ
い
て
は
一
本
人
に
受
付
せ
ず
保
育
所
に
保
管

一ホ
が
な
い
た
め
年
度
不
明
の
も
の

一て
お
り
、

差

童

書

付

償

還

一

保

育

斤

さ

れ

て

今
日
に
至
つ
で
い
る
も
の

一共
通
的
に
そ
の
改
芝
要
す
る
点
一
さ
れ
た
場
合
と
が
あ
り
、
取
扱
い一

等
が
見
受
け
ら
れ
た
。

一
金
に
つ
い
て
は
、
社
会
議
員
が

一

}

で

あ

る

が

、
護
運
営
も
軌
道
に
一が
あ
り
、
所
管
課
た
ぷ
福
祉
事
務
一
が

一定
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
本
一

積

一
川

一
9

0

一
5

一

o
一

o
五

出

納

員

の

事

務

取

一
納
入
督
励
に
従
事
し
た
際
納
入
を
一
(
昭
和
三
十
三
年
七
月
十
七
日
)
一
乗
り
充
実
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
と
は

一所
に
お
い
て
更
に
積
栂
的
な
袈
一
一
年
六
月
七
日
以
降
の
現
年
度
分
に一

額

一
町

一
郎

副

一
河

一
日

一
o

一
依
頼
さ
れ
た
も
の
は
、
当
該
係
員
一

一児
輩
福
祉
行
政
上
高
ひ
と
す
る
と

一が
望
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。

一

一

一
肌

一
肌

門

町

一
丸

一
均

一
町

扱

に

つ

い

て

一
が
便
宜
上
と
れ
そ
預
り
最
寄
り
の
二

概

要

一と
ろ
で
あ
Z
e

一

一
つ
い
て
は
財
務
規
則
に
準
拠
レ
た
一

一

一

7

一

一

1

一

一

一

一

ニ

措

置

費

の

取

扱

い

一取
扱
い
に
改
め
ら
れ
、
市
金
庫
へ
一

一
日

一

一

一

一
丸
措
置
費
並
び
に
坐
業
資
金
貸
付
一
出
張
所
に
お
い
て
払
込
の
手
続
を
一
本
事
業
は
児
電
福
祉
法
に
基
く
一
な
お
、
事
務
処
理
而
に
お
い
て
は

一

一

一

金

一

一

一

一

一

i
償
還
金
の
取
扱
に
つ
い
て
は
、
出

7
」
り
、
寝
苦
本
人
に
交
付
し
一
児
貴
重
施
設
と
し
て
保
警
の
玄
一
次
改
善
さ
れ
て
い
る
が
、
必
ず
一

に

っ

か

て

一の
払
込
期
間
竺
日
乃
至
二
日
目
一

十

十

一

|
寸

十

斗

l

納
補
助
員
の
任
命
が
な
く
、
措
置
一
て
い
る
現
状
で
あ
る
。

一蚕
託
を
受
け
、
保
育
に
欠
け
る
児
一
し
も
各
保
育
所
と
も
良
好
と
は
い

一

保

男

襲

撃

経

者

よ

り

一位
で
大
体
良
好
な
処
理
誌
が
見

一

員

一
間

一

m

m
一
則

一
m
一
4

一

n
一
日

費

に

つ

い
て
は
、
保
育
所
よ
り
法
一出
納
員
並
び
に
同
補
助
員
の
資
格

一重
の
保
育
を
行
う
と
と
を
目
的
と
一
い
難
く
と
れ
は
保
育
所
勤
務
の
全

一受
領
し
た
と
き
は
当
務
職
員
が
市
一受
け
ら
れ
た
。
過
年
度
分
に
つ
い一

一
口

一
9

一
7

一
4

一

一

一

一

泊
一
一金
さ
れ
た
収
納
金
帯
保
育
所
事
務
一
な
き
出
納
事
務
は
適
当
で
な
く
今
一し
、
昭
和
二
十
五
日
ヰ
度
に
池
田
保
一職
員
が
、
保
母
で
疹
げ
児
童
保
育
一金
庫
に
払
込
み
、
そ
の
正
規
制
収

一て
も
同
様
に
処
理
せ
ら
れ
た
い
。一

見

仁

ト

卜

ト

ト

卜

一

一担

議

員

が

、

思

類

と

照
合
一
後
内
部
け
ん
制
議
し
た
補
助
一震

が
設
置
さ
れ
、

そ
の
後
申
央
一の

業
務
に
追
わ
れ
て
い
広
現
状
で

一宮
本
人
に
交
付
さ
れ
売
場
合
と
一

(
四
面
接
く
)
一

数

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

件

一
例

一
4

一
6

一
幻

一
一叩

一
4
↑

2

一
一

位

士

.

は

一
り

一

2
2
M一
一

一

一

υ
士

税

務

課

一

数

一

一

一

一

一

一

一

一

一
一

(

注

酬

一

一

一

一

一

一

一

一

一
一
(
昭
和
三
十
三
年
七
月
二
十
一
日

ー
「
」
|
寸
」
|
寸
寸
」
J
J
一一i
二
十
五
日
)

存

一
服

一

一

一

一

一

一

一

計

湘

一
校

一
'

一
'

一
'

一
'

一
'

一
'

一

ゆ

一
活

一
宅

一
育

一
療

一
躍

一
業

一
祭

一

扶

一
生

一
佐

一
教

一
医

一
出

一
生

一
弾

一
合

い金市
て等税

の 並
滅び
兎 に
に延
つ滞

(総合)
3 1年度以降市税 j投入概況 (昭和33年度は6月30日現在)

年度 ， ~算現額 | 調定額|牧入済相 | 不納欠附， " ，&入未済額 | 払およ | 諸君貯
31 I 105，976，301円I133，098，527円 107，271，413円 2，627，541 I 23 ， 203 ， 867円 80.60~1 1，295，112円

3~ I 106，711，220 I 131，317，583 I 109，297，297 I 2，3.9，219 I 19，671，067 I 83.23 I 2，586，077 

33 I 124，717，301 I 108，623，067 1 23，934，500 I - I 84，688，567 1 22.03 16. 
- - ~， - --，-- ' I -~， -~ .， ~--I 1I 100，782，801 

(過年 度分 )

一
十
三
年
度
は
昭
和
三
十
三
年
六
月
三
十
日
現
在
)

一
額

一
川

一
明

一
明

一
四

一
色

。

一
閣
不

一

計一己山
一「円
h
に
円
一

一
ヨ
三

均

一
2

一
1

一
月ゆ

一
8

一
0

一
$

↑
5

一

一
人

一
叩

一
一

三

J
4
一

一
川

一
{

一

一

一

円

一

一

一

一

一

一

一

一

明
他

一
期

一
側

一
叩

一
例

一
側

一
側

一
。

一
ω
一
問
一

一

一
金

一
5

一
6

一

一

日

一
9

一

一

日

一
お
一

例
の一4
4斗
計
乱
斗
計
一

綿一
日
ト
ト
ト
ト
ト
ト
仁

一

械

が
の
一
額

一
川

一
川

一

竺

竺

o
一
。

一
ω
一
洲一

球

剛
一
的

金

一
1

一
1

一
日

一
位

一

一

一

回

一
回
一

叫
す
到
斗
』
引
判
斗
』
出
川一

段
一川
副
剖
寸
利
引
引
寸
可
ベ
出

動

ハ

一
一

川

一
一

川

一
日

一

一

一

川

一
三

日
一
よ

一
金

一
1

一

一

1

一

一

一

一

2

一

一

昭
ア
」
了
ふ

iγ
十
ト
|
下
十
ー

γ十
l
一

一

台

良

一

切

一
。

一
側

一
2

一
。

一
o
一
郎

一
2

一

一
水

一
人

一
1

一

一
2

一

一

一

一

a

一

一

一年
ーと
よ
ね
一回ト

ιー一ln

団
司
一

一

目

一

税

一

税

一

首

一

一

一

一

i

一

官

一

山

一

一

回

H

E

-

-

-

1

1

7
7

一

町

一

川

一

，

一

2，956，687 

33，985，307 



お

母

さ

ん

へ

わ

た

し

は
学

校

で

、

メ

i
ト

パ

法

し

か
匂

っ

て

お

り

ま

ザ

パ
G

と

こ

ろ

が

お

叫

さ
F

ハ
は
日
物
の
お
使

い

に

分

量

を

尺

や

討

で

い

い

つ
け

ま

す

の

で
困
り
ま
す
。

来

年

一
月

一
日

h

ら

メ

l
ト

Y

法

に

な

り

ま

ず

か

ら

ゐ

刊

さ

ん

た

ち

も

早

く

メ

ー

ト

ル

訟

を

お

ぼ

え

て

く

だ

さ

レ

。

A

三
面
か
ら
つ
づ
く
)

物

品

受

払

怨

の

整

五

一

円
る
照
明
は
当
初
に
予
算
よ
リ
各
一
り
の
所
要
一
肢
が
記
入
さ
れ、

在
籍

一

一

個
人
に
支
払
わ
れ、

そ
η
樹
を
二
人
員
、
所
事
総
量
の
算
出
等
が
適

理

に

つ

い

て

一一

一括
し
て
院
畏
に
醤
d

れ
る
の
で
乙

一切
に
な
さ
れ
て
な
く
、
叉
食
精
品

開
品
台
帳
は
、
福
祉
部
務
附
に

一

息
詰

(昭
和
一
一一
十
三
句
度
)
一
(
昭
和
一
一
干
三
年
七
月
十
八

・
十
一れ
が
伺
用
に
つ
い
て
の
関
係
受
領一

用車
総
等
の
備
付
も
な
く
当
該
ほ

給
食
物
資
の
購
入
事
務
は
事
実
一
そ
の
補
助
簿
は
世
間
保
育
所
に
そ
れ

一の
砲
理
は
、
出
欠
内
記
録
及
び
尚
一

九
日
〉

一統
並
び
に
明
細
咋
等
は
恨
老
院
に
一
う
炊
員
の
手
控
え
に
よ
り
、
処
理

結

詩

的

品

川

唯

一日

間

刊

行

お

お

げ

は

同

日

当

日

目
一
一

概

要

一れ
い
品

目

持

品

川

一日

間

部

門
ヤ
訪
れ
山
内

て
お
り
、
福
祉
事
務
所
に
お
い
て
一民
汁
に
よ
り
税
理
さ
れ
て
い
な
い
一
η
問
所
も
毘
受
け
ら
れ
た
の
で
あ

一

当
院
は
、
生
活
保
護
法
に
基
く
一照
涯
の
結
果
も

5
1べ認
め
ら
れ
一

ふ

は
保
母
の
口
頭
叉
は
書
類
に
よ
る

一も
の
が
あ
る
。

一る
が
、

本

理

護

費
徴
収
額
生

韓
老
腕
投
と
し
て
要
保
護
者
章

一な
か
っ
た
。
な
お
二
一
一
十
一一一
年
度一

三

慰

問

金

の

経

理

に

連
絡
に
基
き
支
出
事
務
の
処
理
を
一
叉
需
品

(食
糧
品
)
受

話

の

一定
の
惑
と
も
な
さ

い
る
の
で
一
容
し
て
生
活
扶
助
さ
つ
乙
と
を
一以
降
の
程
に
つ
い
て
は
予
算
に

一

つ

い

て

し
て
い
る
た
め
灼
ん
μ
事
後
決
裁一
品
目
見
出
は
全
品
目
を
轄
理
し
て
↑出
欠
の
記
号
は
ゴ
ム
印
等
を
用
い

一目
的
と
し
て
行
わ
れ
て
お
り
院
長
一編
入
の
と
執
行
さ
れ
て
い
る
の
で
一
外
室
内
等
に
よ
る
純
一
収
容
者
に

と
な
り
、

割問
山
勺
交
問
削
か
Fh

購
入

一な
く
、
記
一
般
ら
れ
に
な
っ
た
物
品

一て
鮮
明
に
記
録
し
、
集
計
ーも
ぺ
ン
一
以
下
問
名
で
老
人
の
看
護
、
給
食
司従

来
に
比
し
手
続
等
の
煩
さ
は
ま

一対
すず
の
慰
問
金
の
処
理
は
慰
問
金

伺
の

皇

室
で、

二
週
間
を
経
た
一
も
見
受
け
ら
れ
適
切
で
な
い
が、

一番
等
で
記
入
碑
理
す
る
こ
と
が
望
一
等
の
業
務
会
件
担
し
て
い
る
。

一ぬ
が
れ
な
い
が
、
会
費
の
処
理
と

一処
盟
締
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る

軒

目

白

都

民

一日

制

限

特

許

工

寸

下

の

管

理

に

つ

一
二

賄

費

の

経

理

に

つ

一民

間

日

刊

十

k
m
m
m
u
j刊
誌

駐

日

間

状
に
即
さ
な
い
点
も
あ
る
と
思
わ
一と
づ
い
て
、
予
め
市
長
の
承
認
を

一

一

い

て

一時
入
事
後
実
践
に
陥
九
ぬ
よ
う

一与
つ
醤
類
と
符
合
し
異
常
者
認
め

れ
る
の
で、

細
部
に
つ
い
て
再
検

一得
て
記

審

理

芝

等

合

規

な

一

い

て

一

昭
如
三
十
二
年
度
ま
で
の
賄
費
一

す
連
絡
等
に
留
意
し
遺
憾
の
な
一な
か
っ

た

¥

討
必
な
し
、
円
滑
に
合
規
の
処
理

一処
理
で
一
貫
レ
た
斡
理
が
望
ま
れ

一

申
央
保
育
所
に
お
い
て
雨
も
り
一
は
予
算
に
計
上
さ
れ
ず
、
当
院
限
い
処
理
が
望
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
一
な
お
、
昭
和
三
十
二
年
度
に
お
け

が
な
さ
れ
る
よ
う
速
か
に
帯
処
さ
一る
。

一の
筒
所
並
び
に
畳
表
の
修
理
を
要
一
り
で
別
途
経
理
が
な
さ
れ
て
お
り

叉
献
立
表
は
ほ
ろ
炊
員
に
よ
っ
て
一
る
慰
問
金
総
額
は
二
万
一
千
四
百

れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

一

一す
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
善
処
せ
一
即
ち
生
活
扶
助
費
に
よ
っ
て
賄
わ
作
ら
れ
て
い
る
が
、
毎
日
一
人
当
一
十
四
円
と
な
っ
て
い
る
。

」

ぷ

務

深

石

良

好

で

あ
る
が
、

任
命
権
者
が
石
な
い
条
項
等
も
考
え
ら
れ
る
の

工

概

要

一

員

に

意

義

認
さ
せ
受
託
す
る
一
程
記
載
に
不
十
分
な
も
の
が

1
/

三

/
一

I

一異
る
も
り
に
つ
い
て
は
当
課
に
お
一
で
、
今
後
の
検
討
が
望
ま
れ
る
。

一

一

と
と
が
望
ま
し
い
。
一
見
受
け
ら
れ
た
。

(昭和一
一千
三
年
七
月
二
十
八
日

一い
て
整
理
さ
れ
た
も
の
と
、
し
か
一
五

経

理

事

務

に

つ

、

一

当
謀
は
、
課
長
以
下
十
二
名
で

一
現
品
及
び
有
価
証
券
等
の
現
在
高
一
け

附

属
図
訟
は
、
土
地
に
つ
い

i
八

月

一

一

日

)
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